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場 所：針尾地区コミュニティセンター（２Ｆホール） 
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総 会 次 第 
 

１．開会あいさつ 

 

２．議長選出 

 

３．会長あいさつ 

 

４．報告事項 

 （１）２０２４年度事業報告 

 （２）２０２４年度決算報告・監査報告 

 

５．審議事項 

第１号議案  ２０２５年度活動方針（案）について 

第２号議案  ２０２５年度予算（案）について 

  第３号議案  ２０２５年度役員改選（案）について 

  第４号議案  規約改正（案）について 

６．その他 

 

７．議長退任 

 

８．閉会あいさつ 
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はじめに 

 

針尾地区自治協議会は、平成２７年９月に結成され、誰もがいつ

までも安心して暮らせる地域社会を実現することを目的にコミュニ

ティ活性化条例が施行され９年目を迎え諸活動を展開してきました． 

運動会、「うずしお祭り」等が昨年に続き地区民との交流も含めて

開催することが出来ました。開催に向けてご協力いただきました皆

様に、感謝とお礼を申し上げます。 

２０２号線については、パールライン入口までの４車線化と継続

工事を早期完成に向け取り組んでいるところです。 

各公民館長を初めとする各役員の皆様のご協力と地区民の皆様のご

理解を経て、十分とはいえないとしても順調に諸活動を展開するこ

とができました。 

 １０年目を迎える本年も課題山積でありますが、これまでの運営

に更に検討を加え、より良い自治協議会を目指さなければなりませ

ん。 

本総会を期に、各構成団体及び各種役員の皆様のご理解とご協力を

お願いいたします。 
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当面する政策課題 

 

○市道針尾循環線の整備について 

  市政懇談会において要望していました浦頭から口木経由針尾

小学校までの道路拡幅や小鯛地区から葉山地区間の通学路の整

備について早期実現に向け強く要望してまいります。 

○前畑弾薬庫の針尾への移転について 

  移転集約に同意し相当の年数が経って当時の事情を知らない

町内会長も増え、毎年、防衛局主催の移転集約に係る進捗状況説

明会の内容説明が大雑把過ぎる。具体的な説明を要望、例えば工

事用道路について調査や基本設計等、今後も定期的に視察も要望

していきます。 

○鳩ノ浦～大崎線の防衛道路の早期着工 

  昭和６０年に海上自衛隊針尾弾薬庫建設に伴い、防衛道路建設

が計画されましたが、いろんな事情により今日まで休止状態とな

っていました。 

市政懇談会で防衛道路建設に関する要望書を提出しており、本

年も引続き早期着工へ向け取組みます。 

○国道２０２号線４車線化について 

  パールライン入口までの４車線化の早期実現に向けて取り組

みを強化していきます。 

〇その他 

 災害復旧工事等の現状把握し早期に取り組んでいきます。 
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２０２４年度針尾地区自治協議会事業報告 

自：令和６年４月 １日 

至； 〃７年３月３１日 

1 針尾地区自治協議会 

スローガン 「感謝の心と、絆の強い明るい町、針尾」 

街づくりの目標 

      １安全安心な暮らしができるまち 

      ２思いやりの心ですみよいまち 

      ３環境美化に努め自然を生かした子供を育むまち 

 

① 総務部会 

（１）針尾地区戦没者慰霊祭 

（２）浦頭引揚げ死没者慰霊祭 

規模を縮小しての開催 

（３）視察研修の実施 

（４）広報誌自治協だより年６回の発行 

② 生涯学習部会 

 大運動会、敬老祝賀グランドゴルフ大会、うずしお祭りを開催し

ました。 

③ 青少年部会 

ウォークラリー大会を、開催しました。 

④ 保健福祉部会 

（１） いきいきサロン開催 

（２） 花壇の清掃 

⑤ 女性部会 

婦人学級、総会実施、研修旅行開催 

⑥ 防犯防災部会 

交通安全祈願祭（宮の浦） 

交通安全啓蒙活動（オレンジ作戦）開催 

⑦ 環境衛生部会 

 浦頭埠頭一帯の除草作業年３回実施 

 環境美化看板配布 
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2024年度決算書 
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2024年度・会計監査報告 
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第１号議案 

２０２５年度活動方針（案） 

１． ２０２５年度の針尾地区自治協議会は、基本的には各 

部会活動を中心に年間行事に取組みます。 

 

４月～合同戦没者慰霊祭、自治協議会総会、歓送迎会 

５月～浦頭埠頭一帯除草作業（５月末日曜日） 

６月～自治協議会視察研修 

８月～浦頭引揚死没者慰霊祭、 

浦頭埠頭一帯除草作業（８月末日曜日） 

９月～針尾地区大運動会 

10月～針尾地区敬老祝賀行事 

浦頭埠頭一帯除草作業（１０月末日曜日） 

11月～運動会・敬老祝賀行事反省会     

１月～消防分団出初式祝賀会 

３月～文化祭「うずしお祭り」 

 

２.針尾地区内の安全安心まちづくりのため、環境整備を含め、県、

市  行政機関への要望を重ねていきますが、本年も強く促進を求

めていきます。 

 

３.結成１０年目を迎え、今までの活動を踏まえ、より良い運営と各

部会の活動を支援し「感謝の心と、絆の強い明るい町、針尾」を

目指します 

 

具体的活動については各部会で協議し決定します。 
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各部会活動方針（案） 

① 総務部会 

（１） 会議の開催（適宜） 

（２） 広報誌の発行（年４回） 

（３） 慰霊祭 

（４） 視察研修 

② 生涯学習部会 

（１） 地区大運動会（９月上旬） 

（２） 地区敬老祝賀行事（１０月中旬） 

（３） 地区文化祭うずしお祭り（３月第２日曜日） 

③ 青少年部会 

（１） おやじの会主催「夏祭り」７月末頃 

（２） 西海橋駅伝・持久走大会（１２月予定） 

（３） 餅つき大会・針尾江上小交流会（１月予定） 

④  保健福祉部会 

（１） いきいきサロン定例開催 

（２） 広報紙「福推協だより」年２回発行 

（３） 赤い羽根共同募金取組み 

（４） 視察研修 

（５） 夏祭り、うずしお祭り「子供ブース開設」 

⑤  女性部会 

（１） 地区交通安全母の会総会 

（２） 女性部会会員懇親会 

（３） 婦人学級開催 

（４） 女性部会視察研修 

⑥  防犯防災部会 

（１） 地蔵尊交通安全祈願祭（宮の浦地蔵） 

（２） 交通安全（オレンジ作戦） 

（３） 防災訓練 

（４） 消防第２分団出初式祝賀会 

⑦  環境衛生部会 

（１） 環境美化活動の推進（美化看板の設置） 

（２） 浦頭埠頭一帯除草作業（５月、８月、１０月） 

（３） 市保健環境連合会総会への参加 

 

 



11 

 

第２号議案  ２０２５年度予算（案）について 
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第３号議案 

２０２５年度役員改選（案）について 

自治協議会令和７年度役員（案） 

針尾地区自治協議会（役員・理事会名簿） 

会 長     鴨川 博明   （自治協議会 会長） 

副会長     坂口 知久   （民児協 会長） 

副会長     山田 博    （宮の浦公民館長） 

会 計     栗元 克也   （浦頭公民館） 

監 事     廣瀬  政博   （JA ながさき西海営農組合 代表） 

監 事     平野 重美   （JF 針尾漁協組合 組合長） 

 

「総務部会」 

部会長  山田 博   （宮の浦公民館長）   

「生涯学習部会」 

部会長  山辺 豊    （崎針尾公民館長） 

副部会長 里美 敬一   （文化部長・川畑公民館長） 

副部会長 本山 幸徳  （体育部長・畦津公民館長）  

「青少年部会」  

部会長  浜口 太一  （針尾小学校 PTA 会長）（西海橋公民館長） 

副部会長 中村 大地  （針尾小学校 PTA 副会長） 

「保健福祉部会」 

部会長  坂口 知久  （民生委員・児童委員協議会 会長） 

副会長  西澤 千代子 （主任児童委員・民生委員協議会 副会長） 

「女性部会」   

部会長  橋本 ちずる （女性部部会 会長・名倉公民館） 

副会長  井手 理恵子 （交通安全母の会会長・太田公民館） 

「防犯防災部会」 

部会長  村上 隆敬  （交通安全協会 針尾支部長）（昭和公民館長） 

副部長  広瀬 正   （前消防第二分団長） 

「環境衛生部会」 

部会長  山口 貴也  （岳の田公民館長） 

副部会  永尾 高広  （大崎公民館長）            
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第４号議案 

規約改正（案）について 

（旧規約） 

第３章 役員 

（役員） 

第１０条 協議会に次の役員を置く。 

 (1) 会長   １名 

 (2) 副会長  ２名 

 (3) 会計   １名 

(4) 監事   ２名 

２ 監事を除く役員は、理事会の理事を兼務できる。 

３ 副会長及び会計は、部会長又は副部会長を兼務できる。 

 

（雑則） 

第２４条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、理事

会で定める。 

 

  附則 

 １ この規約は、平成２７年 ９月 １日から施行する。 

 ２ この規約は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

 ３ この規約は、平成３０年 ４月２７日から施行する。 

 ４ この規約は、令和 ２年 ５月３１日から施行する。 

 ５ この規約は、令和 ３年 ４月２５日から施行する。 

 ６ この規約は、令和 ６年 ４月２６日から施行する。 

 

 

（新規約） 

第３章 役員 

（役員） 

第１０条 協議会に次の役員を置く。 

 (1) 会長   １名 

 (2) 副会長  ２名 

 (3) 会計   １名 

(4) 監事   ２名 

２ 監事を除く役員は、理事会の理事を兼務できる。 

３ 副会長及び会計は、部会長又は副部会長を兼務できる。 

４ 協議会には、相談役を置くことができる。 

 

 

（雑則） 
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第２４条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、理事

会で定める。 

 

  附則 

 １ この規約は、平成２７年 ９月 １日から施行する。 

 ２ この規約は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

 ３ この規約は、平成３０年 ４月２７日から施行する。 

 ４ この規約は、令和 ２年 ５月３１日から施行する。 

 ５ この規約は、令和 ３年 ４月２５日から施行する。 

 ６ この規約は、令和 ６年 ４月２６日から施行する。 

７ この規約は、令和 ７年 ４月２５日から施行する。 

 

 


